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INFORMATIONINFORMATION INFORMATIONINFORMATION

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）
をご存知ですか　　　　　　　　　　　　

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまで
の40年間に国民年金保険料を納めることで、満額
の老齢基礎年金を受給することができます。
　国民年金保険料は、納期限より２年を経過した場
合、時効によって納付することができませんでした
が、平成24年10月１日から平成27年９月30日まで
の間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで過
去 10 年間の納め忘れた保険料を納めることができ
る後納制度が始まっています。
■後納保険料を納付できる期間
　平成27年９月30日まで
■さかのぼって納めることができる保険料
　過去２年から 10年以内の期間で未納・未加入期
間の保険料
＊すでに老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納
めることができません。
＊未加入期間のうち、海外に転出されている期間は
除かれます。
■手続き／事前に南国年金事務所への申し込みが必
要です。
■審査／受付後に審査します。審査の結果、後納制
度による納付を利用できない場合があります。

※後納制度のお問い合わせは
　国民年金保険料専用ダイヤル
　（☎０５７０－０１１－０５０）まで
　月曜日　　８：30～19：00（休日の場合は火曜日）
　火～金曜日８：30～17：15
　第２土曜日９：30～16：00
＊上記以外の土曜日、日曜日・祝日、12月29日～
１月３日はご利用できません。
＊０５０または０７０から始まる電話でかける場合
は（☎０３－６７３１－２０１５）まで

国民年金保険料の納付期限は、
翌月の末日です。

忘れず納めましょう。

環 境 課からのお知らせ

納付できない 納付できる
未納期間

本人の希望により、審査のうえ、納付できる 納付できる
未納期間

納付できない

10年前 ２年前 現在

10年前 ２年前 現在
▼平成24年９月30日までの制度

▼平成24年10月１日からの制度

※納めた保険料は、全額社会保険料控除の対象とな
ります。

※お問い合わせは、南国年金事務所（☎８６４－１１１１）、市民課年金係（☎８８０－６５５５）まで

上下水道局からのお知らせ

　３階建て以上のマンション、アパート、ビルなど
の水道料金と下水道使用料を軽減します。
■対象

▼１つの水道メーターに対して、２戸以上が住宅専
用として使用されている建物
＊風呂又は食堂が共用されている場合を除く。

▼住宅と店舗が混在する建物で、水道を使用する戸
数の３分の２以上が住宅専用として使用されてい
る建物
＊例えば、住宅１戸、店舗１戸の場合は対象外

　新たに水道メーターを取り付けるとき（再給水）
と水道メーターを取り外すとき（休止）の申請方法
が、変わります。
　今までは、書類の記入と押印が必要でしたが、９
月２日㈪からは、電話または対話による届け出にな
ります。

※お問い合わせは、上下水道局お客さま係（☎８６３－１２３４）まで
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ごみ出しカレンダーについて
　先月号からごみ出しカレンダーに代えて環
境に関する記事を掲載しています。各ごみの
収集日については「南国市の家庭ごみの分け
方・出し方」をご覧ください。最新版は「平
成24年作成」です。市役所総合案内、各支所
で配布しています。
　第○・○曜日が家のカレンダーでいつなの
かわかりにくい場合は、右の表を参考にして
ください。

日 月 火 水 木 金 土

１
（第１・木）

２
（第１・金）

３
（第１・土）

４ ５
（第１・月）

６
（第１・火）

７
（第１・水）

８
（第２・木）

９
（第２・金）

10
（第２・土）

11 12
（第２・月）

13
（第２・火）

14
（第２・水）

15
（第３・木）

16
（第３・金）

17
（第３・土）

18 19
（第３・月）

20
（第３・火）

21
（第３・水）

22
（第４・木）

23
（第４・金）

24
（第４・土）

25 26
（第４・月）

27
（第４・火）

28
（第４・水）

29 30 31

●８月の例
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■とき／８月24日㈯９：00～13：45
■視察先／市の処理施設および中間処理委託施設
■集合場所／市役所正面玄関前駐車場
■対象／南国市民および市内勤務者
＊小学３年生以下の参加は、子ども１名につき保
護者１名の同伴が必要。

■募集人数／先着25名
■参加費／無料（昼食付き）
■申込方法／電話またはＦＡＸで、①住所②氏名
③年齢④性別⑤電話番号をお知らせください。
■申込締切／８月16日㈮

※申込先・お問い合わせは、　環境課内環境委員連合会事務局（☎�８６３－２７００）まで

ごみ問題に関心を！ごみ処理施設を見学してみませんか

※このページのお問い合わせは、環境課（☎８８０－６５５７）まで

　環境委員連合会では、今年もごみ処理施設の見学を実施します。親子での参加もお待ちしています。
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■受付開始／９月２日㈪
■申請方法／共同住宅の水道料金適用申請書を提出

再給水・休止の申請方法が変わります

水道料金と下水道利用料の軽減について


